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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
体
育
館

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ケ
谷
一
丁
目
十
七
番
一
号

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団
グ
ル
ー
プ

東

京
都
渋
谷
区
千
駄
ケ
谷
一
丁
目
二
十
九
番
九
号

公
益
財
団
法
人

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

駒
沢
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
公
園
総
合
運
動
場

東
京
都
世
田
谷
区
駒

沢
公
園
一
番
一
号

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団
グ
ル
ー
プ

東

京
都
渋
谷
区
千
駄
ケ
谷
一
丁
目
二
十
九
番
九
号

公
益
財
団
法
人

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
武
道
館

東
京
都
足
立
区
綾
瀬
三
丁
目
二
十
番
一
号

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団
グ
ル
ー
プ

東

京
都
渋
谷
区
千
駄
ケ
谷
一
丁
目
二
十
九
番
九
号

公
益
財
団
法
人

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

有
明
テ
ニ
ス
の
森
公
園
テ
ニ
ス
施
設

東
京
都
江
東
区
有
明
二

丁
目
二
番
二
十
二
号

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

有
明
テ
ニ
ス
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
チ
ー
ム

東
京
都
江
東
区
青

海
二
丁
目
四
番
二
十
四
号

東
京
港
埠
頭
株
式
会
社
内

三

指
定
の
期
間
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令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

若
洲
海
浜
公
園
ヨ
ッ
ト
訓
練
所

東
京
都
江
東
区
若
洲
三
丁
目

一
番
一
号

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

若
洲
シ
ー
サ
イ
ド
パ
ー
ク
グ
ル
ー
プ

東
京
都
江
東
区
青
海
二

丁
目
四
番
二
十
四
号

東
京
港
埠
頭
株
式
会
社
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

武
蔵
野
の
森
総
合
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

東
京
都
調
布
市
西
町
二

百
九
十
番
十
一

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
ス
タ
ジ
ア
ム
グ
ル
ー
プ

東
京
都
調
布
市
西
町
三
百
七
十

六
番
三

株
式
会
社
東
京
ス
タ
ジ
ア
ム
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

海
の
森
水
上
競
技
場

東
京
都
江
東
区
海
の
森
三
丁
目
六
番
四

十
四
号

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

海
の
森
水
上
競
技
場
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
共
同
企
業
体

東
京
都
文

京
区
関
口
一
丁
目
四
十
七
番
十
二
号

一
般
財
団
法
人
公
園
財
団

内
三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

夢
の
島
公
園
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
場

東
京
都
江
東
区
夢
の
島
二
丁

目
一
番
四
号

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ア
メ
ニ
ス
夢
の
島
グ
ル
ー
プ

東
京
都
港
区
三
田
四
丁
目
七
番

二
十
七
号

株
式
会
社
日
比
谷
ア
メ
ニ
ス
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ヌ
ー
・
ス
ラ
ロ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

東
京
都
江
戸
川
区
臨
海
町

六
丁
目
一
番
一
号

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
協
栄

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
蛎
殻
町
二
丁
目
十
三

番
九
号

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 38）東 京 都 公 報令和5年4月3日（月曜日）３
一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

大
井
ふ
頭
中
央
海
浜
公
園
ホ
ッ
ケ
ー
競
技
場

東
京
都
品
川
区

八
潮
四
丁
目
一
番
十
九
号
及
び
大
田
区
東
海
一
丁
目
二
番
一
号

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ア
メ
ニ
ス
海
上
南
部
地
区
グ
ル
ー
プ

東
京
都
港
区
三
田
四
丁

目
七
番
二
十
七
号

株
式
会
社
日
比
谷
ア
メ
ニ
ス
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
ア
ク
ア
テ
ィ
ク
ス
セ
ン
タ
ー

東
京
都
江
東
区
辰
巳
二
丁

目
二
番
一
号

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
団
・
オ
ー
エ
ン
ス
・
セ
ン
ト
ラ
ル
ス
ポ
ー
ツ
・
都
水
協
グ

ル
ー
プ

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ケ
谷
一
丁
目
二
十
九
番
九
号

公

益
財
団
法
人
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
都
立
小
峰
公
園

東
京
都
あ
き
る
野
市

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
公
園
協
会

東
京
都
新
宿
区
歌
舞
伎
町

二
丁
目
四
十
四
番
一
号

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
都
高
尾
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

東
京
都
八
王
子
市
高
尾
町

二
千
百
七
十
六
番
地

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
自
然
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

東
京
都
立
川
市
錦
町
二

丁
目
一
番
二
十
二
号

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
都
御
岳
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

東
京
都
青
梅
市
御
岳
山
三

十
八
番
地
の
五

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
自
然
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

東
京
都
立
川
市
錦
町
二

丁
目
一
番
二
十
二
号

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
都
御
岳
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

東
京
都
青
梅

市
御
岳
本
町
三
百
三
十
二
番
地

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一
般
社
団
法
人
青
梅
市
観
光
協
会

東
京
都
青
梅
市
東
青
梅
一

丁
目
二
番
地
の
五
東
青
梅
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
三
階

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
都
小
笠
原
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

東
京
都
小
笠
原
村
父
島

字
西
町

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
公
園
協
会

東
京
都
新
宿
区
歌
舞
伎
町

二
丁
目
四
十
四
番
一
号

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
都
東
村
山
福
祉
園

東
京
都
東
村
山
市
萩
山
町
一
丁
目
三

十
五
番
地
一

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
東
京
都
社
会
福
祉
事
業
団

東
京
都
新
宿
区
大

久
保
三
丁
目
十
番
一－

二
〇
一
号

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
都
立
産
業
貿
易
セ
ン
タ
ー
浜
松
町
館

東
京
都
港
区
海
岸

一
丁
目
七
番
一
号

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
中
小
企
業
振
興
公
社

東
京
都
千
代
田

区
神
田
佐
久
間
町
一
丁
目
九
番
地

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

東
京
都
立
猿
江

恩
賜
公
園

東
京
都
江
東
区
住
吉
二
丁
目
及
び
同
区
毛

利
二
丁
目

㈡

東
京
都
立
亀
戸

中
央
公
園

東
京
都
江
東
区
亀
戸
八
丁
目
及
び
同
区
亀

戸
九
丁
目

㈢

東
京
都
立
尾
久

の
原
公
園

東
京
都
荒
川
区
東
尾
久
七
丁
目
及
び
同
区

町
屋
五
丁
目

㈣

東
京
都
立
東
綾

瀬
公
園

東
京
都
足
立
区
東
綾
瀬
一
丁
目
、
同
区
東

綾
瀬
二
丁
目
、
同
区
東
綾
瀬
三
丁
目
、
同

区
綾
瀬
三
丁
目
、
同
区
綾
瀬
五
丁
目
、
同

区
綾
瀬
六
丁
目
及
び
同
区
谷
中
一
丁
目

㈤

東
京
都
立
中
川

公
園

東
京
都
足
立
区
中
川
五
丁
目

㈥

東
京
都
立
大
島

小
松
川
公
園

東
京
都
江
東
区
大
島
九
丁
目
及
び
江
戸
川

区
小
松
川
一
丁
目

㈦

東
京
都
立
宇
喜

田
公
園

東
京
都
江
戸
川
区
北
葛
西
三
丁
目
及
び
同

区
宇
喜
田
町

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ア
メ
ニ
ス
東
部
地
区
グ
ル
ー
プ

東
京
都
港
区
三
田
四
丁
目
七

番
二
十
七
号

株
式
会
社
日
比
谷
ア
メ
ニ
ス
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

東
京
都
立
日
比

谷
公
園

東
京
都
千
代
田
区
日
比
谷
公
園

㈡

東
京
都
立
芝
公

園

東
京
都
港
区
芝
公
園
一
丁
目
、
同
区
芝
公

園
二
丁
目
、
同
区
芝
公
園
三
丁
目
及
び
同

区
芝
公
園
四
丁
目

㈢

東
京
都
立
青
山

東
京
都
港
区
六
本
木
七
丁
目
及
び
同
区
南
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公
園

青
山
一
丁
目

㈣

東
京
都
立
林
試

の
森
公
園

東
京
都
品
川
区
小
山
台
二
丁
目
及
び
目
黒

区
下
目
黒
五
丁
目

㈤

東
京
都
立
蘆
花

恒
春
園

東
京
都
世
田
谷
区
粕
谷
一
丁
目

㈥

東
京
都
立
祖
師

谷
公
園

東
京
都
世
田
谷
区
祖
師
谷
五
丁
目
、
同
区

祖
師
谷
六
丁
目
、
同
区
上
祖
師
谷
三
丁
目
、

同
区
上
祖
師
谷
四
丁
目
及
び
同
区
成
城
九

丁
目

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
公
園
協
会

東
京
都
新
宿
区
歌
舞
伎
町

二
丁
目
四
十
四
番
一
号

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

東
京
都
立
戸
山

公
園

東
京
都
新
宿
区
戸
山
一
丁
目
、
同
区
戸
山

二
丁
目
、
同
区
戸
山
三
丁
目
及
び
同
区
大

久
保
三
丁
目

㈡

東
京
都
立
善
福

寺
公
園

東
京
都
杉
並
区
善
福
寺
二
丁
目
及
び
同
区

善
福
寺
三
丁
目

㈢

東
京
都
立
高
井

戸
公
園

東
京
都
杉
並
区
久
我
山
二
丁
目

㈣

東
京
都
立
浮
間

公
園

東
京
都
板
橋
区
舟
渡
二
丁
目
及
び
北
区
浮

間
二
丁
目

㈤

東
京
都
立
赤
塚

公
園

東
京
都
板
橋
区
高
島
平
三
丁
目
、
同
区
徳

丸
七
丁
目
、
同
区
徳
丸
八
丁
目
、
同
区
四

葉
二
丁
目
、
同
区
大
門
、
同
区
赤
塚
四
丁

目
、
同
区
赤
塚
五
丁
目
及
び
同
区
赤
塚
八

丁
目

㈥

東
京
都
立
石
神

井
公
園

東
京
都
練
馬
区
石
神
井
台
一
丁
目
、
同
区

石
神
井
台
二
丁
目
及
び
同
区
石
神
井
町
五

丁
目

㈦

東
京
都
立
大
泉

中
央
公
園

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町
九
丁
目

㈧

東
京
都
立
練
馬

城
址
公
園

東
京
都
練
馬
区
春
日
町
一
丁
目
及
び
同
区

向
山
三
丁
目

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
公
園
協
会

東
京
都
新
宿
区
歌
舞
伎
町

二
丁
目
四
十
四
番
一
号

三

指
定
の
期
間

㈠

東
京
都
立
戸
山
公
園

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

㈡

東
京
都
立
善
福
寺
公

園

同
右

㈢

東
京
都
立
高
井
戸
公

園

同
右

㈣

東
京
都
立
浮
間
公
園

同
右

㈤

東
京
都
立
赤
塚
公
園

同
右

㈥

東
京
都
立
石
神
井
公

園

同
右

㈦

東
京
都
立
大
泉
中
央

公
園

同
右

㈧

東
京
都
立
練
馬
城
址

公
園

令
和
五
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

東
京
都
立

武
蔵
野
公

園

東
京
都
府
中
市
多
磨
町
二
丁
目
、
同
市
多
磨
町

三
丁
目
、
小
金
井
市
前
原
町
二
丁
目
、
同
市
東

町
五
丁
目
及
び
同
市
中
町
一
丁
目

㈡

東
京
都
立

浅
間
山
公

園

東
京
都
府
中
市
浅
間
町
四
丁
目
及
び
同
市
若
松

町
五
丁
目

㈢

東
京
都
立

野
川
公
園

東
京
都
調
布
市
野
水
一
丁
目
、
同
市
野
水
二
丁

目
、
三
鷹
市
大
沢
二
丁
目
、
同
市
大
沢
三
丁
目
、

同
市
大
沢
六
丁
目
及
び
小
金
井
市
東
町
一
丁
目

㈣

東
京
都
立

玉
川
上
水

緑
道

東
京
都
杉
並
区
久
我
山
一
丁
目
、
同
区
久
我
山

二
丁
目
、
同
区
久
我
山
三
丁
目
、
小
平
市
学
園

西
町
一
丁
目
、
同
市
上
水
本
町
一
丁
目
、
同
市

上
水
本
町
二
丁
目
、
同
市
津
田
町
一
丁
目
、
同

市
津
田
町
二
丁
目
、
同
市
津
田
町
三
丁
目
、
同

市
た
か
の
台
、
同
市
上
水
新
町
一
丁
目
、
同
市

上
水
新
町
二
丁
目
、
同
市
上
水
新
町
三
丁
目
、

同
市
小
川
町
一
丁
目
、
同
市
中
島
町
、
立
川
市

幸
町
四
丁
目
、
同
市
幸
町
六
丁
目
、
同
市
柏
町

四
丁
目
、
同
市
柏
町
五
丁
目
、
同
市
砂
川
町
三

丁
目
、
同
市
砂
川
町
四
丁
目
、
同
市
砂
川
町
六

丁
目
、
同
市
上
砂
町
四
丁
目
、
同
市
一
番
町
二

丁
目
、
同
市
一
番
町
四
丁
目
、
三
鷹
市
牟
礼
一

丁
目
、
同
市
牟
礼
二
丁
目
、
同
市
牟
礼
三
丁
目
、

同
市
牟
礼
四
丁
目
、
同
市
井
の
頭
一
丁
目
、
同

市
井
の
頭
二
丁
目
、
同
市
井
の
頭
五
丁
目
、
同

市
下
連
雀
一
丁
目
、
同
市
上
連
雀
一
丁
目
、
昭

島
市
つ
つ
じ
が
丘
一
丁
目
、
同
市
美
堀
町
四
丁

目
、
同
市
美
堀
町
五
丁
目
、
武
蔵
野
市
御
殿
山

一
丁
目
、
同
市
中
町
一
丁
目
、
同
市
西
久
保
一

丁
目
、
同
市
関
前
一
丁
目
、
同
市
関
前
五
丁
目
、

同
市
境
三
丁
目
、
同
市
境
四
丁
目
及
び
福
生
市

大
字
熊
川
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㈤

東
京
都
立

武
蔵
国
分

寺
公
園

東
京
都
国
分
寺
市
泉
町
二
丁
目
及
び
同
市
西
元

町
一
丁
目

㈥

東
京
都
立

六
仙
公
園

東
京
都
東
久
留
米
市
中
央
町
三
丁
目

㈦

東
京
都
立

東
伏
見
公

園

東
京
都
西
東
京
市
東
伏
見
一
丁
目

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

武
蔵
野
の
公
園
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁

目
十
六
番
十
五
号

西
武
造
園
株
式
会
社
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

東
京
都
立
陵
南

公
園

東
京
都
八
王
子
市
長
房
町
及
び
同
市
東
浅

川
町

㈡

東
京
都
立
小
宮

公
園

東
京
都
八
王
子
市
大
谷
町
及
び
同
市
暁
町

二
丁
目

㈢

東
京
都
立
滝
山

公
園

東
京
都
八
王
子
市
高
月
町
、
同
市
丹
木
町

二
丁
目
及
び
同
市
丹
木
町
三
丁
目

㈣

東
京
都
立
大
戸

緑
地

東
京
都
町
田
市
相
原
町

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

多
摩
部
の
公
園
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁

目
十
六
番
十
五
号

西
武
造
園
株
式
会
社
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

東
京
都
立
狭
山

・
境
緑
道

東
京
都
小
平
市
花
小
金
井
南
町
一
丁
目
、

同
市
花
小
金
井
南
町
二
丁
目
、
同
市
花
小

金
井
南
町
三
丁
目
、
同
市
花
小
金
井
六
丁

目
、
同
市
鈴
木
町
二
丁
目
、
同
市
天
神
町

一
丁
目
、
同
市
天
神
町
二
丁
目
、
同
市
大

沼
町
一
丁
目
、
同
市
美
園
町
一
丁
目
、
東

村
山
市
萩
山
町
一
丁
目
、
同
市
萩
山
町
二

丁
目
、
同
市
萩
山
町
三
丁
目
、
同
市
美
住

町
二
丁
目
、
同
市
廻
田
町
二
丁
目
、
西
東

京
市
向
台
町
三
丁
目
、
同
市
向
台
町
四
丁

目
、
同
市
向
台
町
五
丁
目
、
同
市
向
台
町

六
丁
目
、
同
市
新
町
三
丁
目
、
同
市
新
町

四
丁
目
、
同
市
新
町
五
丁
目
、
東
大
和
市

清
水
一
丁
目
及
び
同
市
清
水
二
丁
目

㈡

東
京
都
立
狭
山

公
園

東
京
都
東
村
山
市
多
摩
湖
町
二
丁
目
、
同

市
多
摩
湖
町
三
丁
目
、
同
市
廻
田
町
三
丁

目
、
東
大
和
市
多
摩
湖
二
丁
目
、
同
市
多

摩
湖
三
丁
目
及
び
同
市
多
摩
湖
四
丁
目

㈢

東
京
都
立
八
国

山
緑
地

東
京
都
東
村
山
市
諏
訪
町
二
丁
目
、
同
市

諏
訪
町
三
丁
目
、
同
市
野
口
町
三
丁
目
、

同
市
野
口
町
四
丁
目
及
び
同
市
多
摩
湖
町

四
丁
目

㈣

東
京
都
立
東
大

東
京
都
東
大
和
市
湖
畔
三
丁
目
、
同
市
高

和
公
園

木
一
丁
目
、
同
市
狭
山
三
丁
目
及
び
同
市

奈
良
橋
二
丁
目

㈤

東
京
都
立
中
藤

公
園

東
京
都
武
蔵
村
山
市
中
央
四
丁
目
、
同
市

中
央
五
丁
目
及
び
同
市
本
町
四
丁
目

㈥

東
京
都
立
野
山

北
・
六
道
山
公

園

東
京
都
武
蔵
村
山
市
本
町
三
丁
目
、
同
市

本
町
五
丁
目
、
同
市
本
町
六
丁
目
、
同
市

三
ツ
木
三
丁
目
、
同
市
三
ツ
木
四
丁
目
、

同
市
三
ツ
木
五
丁
目
、
同
市
岸
二
丁
目
、

同
市
岸
三
丁
目
、
同
市
岸
四
丁
目
、
同
市

岸
五
丁
目
、
西
多
摩
郡
瑞
穂
町
大
字
石
畑
、

同
町
大
字
殿
ケ
谷
、
同
町
大
字
高
根
、
同

町
大
字
箱
根
ケ
崎
及
び
同
町
大
字
駒
形
富

士
山

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

狭
山
丘
陵
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
十

六
番
十
五
号

西
武
造
園
株
式
会
社
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

東
京
都
立
長
沼

公
園

東
京
都
八
王
子
市
長
沼
町
及
び
同
市
下
柚

木

㈡

東
京
都
立
平
山

城
址
公
園

東
京
都
八
王
子
市
堀
之
内

㈢

東
京
都
立
小
山

田
緑
地

東
京
都
町
田
市
下
小
山
田
町
及
び
同
市
上

小
山
田
町
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㈣

東
京
都
立
小
山

内
裏
公
園

東
京
都
町
田
市
小
山
ヶ
丘
二
丁
目
、
同
市

小
山
ヶ
丘
四
丁
目
、
八
王
子
市
南
大
沢
四

丁
目
、
同
市
南
大
沢
五
丁
目
及
び
同
市
鑓

水
二
丁
目

㈤

東
京
都
立
桜
ヶ

丘
公
園

東
京
都
多
摩
市
連
光
寺
三
丁
目
及
び
同
市

連
光
寺
五
丁
目

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
公
園
協
会

東
京
都
新
宿
区
歌
舞
伎
町

二
丁
目
四
十
四
番
一
号

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

東
京
都
立
夢
の
島
公
園

東
京
都
江
東
区
夢
の
島
一
丁
目
及

び
同
区
夢
の
島
二
丁
目

㈡

夢
の
島
熱
帯
植
物
館

東
京
都
江
東
区
夢
の
島
二
丁
目
一

番
二
号

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ア
メ
ニ
ス
夢
の
島
グ
ル
ー
プ

東
京
都
港
区
三
田
四
丁
目
七
番

二
十
七
号

株
式
会
社
日
比
谷
ア
メ
ニ
ス
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
都
立
大
神
山
公
園

東
京
都
小
笠
原
村
父
島

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
公
園
協
会

東
京
都
新
宿
区
歌
舞
伎
町

二
丁
目
四
十
四
番
一
号

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

日
比
谷
公
園
大
音
楽
堂

東
京
都
千
代
田
区
日
比
谷
公
園
一
番

五
号

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
南
部
パ
ー
ク
ス
グ
ル
ー
プ

東
京
都
新
宿
区
歌
舞
伎
町
二

丁
目
四
十
四
番
一
号

公
益
財
団
法
人
東
京
都
公
園
協
会
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
九
月
三
十
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

葛
西
臨
海
水
族
園

東
京
都
江
戸
川
区
臨
海
町
六
丁
目

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
動
物
園
協
会

東
京
都
台
東
区
池
之
端
二

丁
目
九
番
七
号

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
都
立
東
京
港
野
鳥
公
園

東
京
都
大
田
区
東
海
三
丁
目

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
港
野
鳥
公
園
グ
ル
ー
プ

東
京
都
江
東
区
青
海
二
丁
目
四

番
二
十
四
号

東
京
港
埠
頭
株
式
会
社
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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◉
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
都
立
若
洲
海
浜
公
園

東
京
都
江
東
区
若
洲
三
丁
目

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

若
洲
シ
ー
サ
イ
ド
パ
ー
ク
グ
ル
ー
プ

東
京
都
江
東
区
青
海
二

丁
目
四
番
二
十
四
号

東
京
港
埠
頭
株
式
会
社
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

東
京
都
立
辰
巳
の
森
海
浜

公
園

東
京
都
江
東
区
辰
巳
二
丁
目

㈡

東
京
都
立
晴
海
ふ
頭
公
園

東
京
都
中
央
区
晴
海
五
丁
目

㈢

東
京
都
立
新
木
場
公
園

東
京
都
江
東
区
新
木
場
二
丁
目

㈣

東
京
都
立
春
海
橋
公
園

東
京
都
江
東
区
豊
洲
二
丁
目

㈤

東
京
都
立
辰
巳
の
森
緑
道

東
京
都
江
東
区
辰
巳
一
丁
目
及

公
園

び
同
区
辰
巳
二
丁
目

㈥

東
京
都
立
夢
の
島
緑
道
公

園

東
京
都
江
東
区
夢
の
島
一
丁
目
、

同
区
夢
の
島
二
丁
目
及
び
同
区

夢
の
島
三
丁
目

㈦

東
京
都
立
新
木
場
緑
道
公

園

東
京
都
江
東
区
新
木
場
四
丁
目

㈧

東
京
都
立
晴
海
緑
道
公
園

東
京
都
中
央
区
晴
海
四
丁
目
及

び
同
区
晴
海
五
丁
目

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
部
地
区
公
園
グ
ル
ー
プ

東
京
都
江
東
区
青
海
二
丁
目
四
番

二
十
四
号

東
京
港
埠
頭
株
式
会
社
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

東
京
都
立
大
井
ふ
頭
中
央

海
浜
公
園

東
京
都
品
川
区
八
潮
四
丁
目
及

び
大
田
区
東
海
一
丁
目

㈡

東
京
都
立
城
南
島
海
浜
公

園

東
京
都
大
田
区
城
南
島
四
丁
目

及
び
同
区
城
南
島
五
丁
目

㈢

東
京
都
立
品
川
北
ふ
頭
公

園

東
京
都
港
区
港
南
五
丁
目

㈣

東
京
都
立
コ
ン
テ
ナ
ふ
頭

公
園

東
京
都
品
川
区
八
潮
二
丁
目

㈤

東
京
都
立
み
な
と
が
丘
ふ

頭
公
園

東
京
都
品
川
区
八
潮
三
丁
目

㈥

東
京
都
立
京
浜
島
つ
ば
さ

公
園

東
京
都
大
田
区
京
浜
島
二
丁
目

㈦

東
京
都
立
京
浜
島
ふ
頭
公

園

東
京
都
大
田
区
京
浜
島
二
丁
目

㈧

東
京
都
立
城
南
島
ふ
頭
公

園

東
京
都
大
田
区
城
南
島
二
丁
目

㈨

東
京
都
立
東
海
ふ
頭
公
園

東
京
都
大
田
区
東
海
二
丁
目

㈩

東
京
都
立
芝
浦
南
ふ
頭
公

園

東
京
都
港
区
海
岸
三
丁
目

十一

東
京
都
立
東
海
緑
道
公
園

東
京
都
大
田
区
東
海
一
丁
目
、

同
区
東
海
二
丁
目
、
同
区
東
海

三
丁
目
、
同
区
東
海
四
丁
目
、

同
区
東
海
五
丁
目
及
び
同
区
東

海
六
丁
目

十二

東
京
都
立
京
浜
運
河
緑
道

公
園

東
京
都
品
川
区
東
品
川
五
丁
目
、

同
区
八
潮
一
丁
目
及
び
同
区
八

潮
五
丁
目

十三

東
京
都
立
大
井
ふ
頭
緑
道

公
園

東
京
都
品
川
区
八
潮
四
丁
目
及

び
同
区
八
潮
五
丁
目

十四

東
京
都
立
城
南
島
緑
道
公

園

東
京
都
大
田
区
城
南
島
一
丁
目

及
び
同
区
城
南
島
二
丁
目

十五

東
京
都
立
京
浜
島
緑
道
公

園

東
京
都
大
田
区
京
浜
島
一
丁
目

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ア
メ
ニ
ス
海
上
南
部
地
区
グ
ル
ー
プ

東
京
都
港
区
三
田
四
丁

目
七
番
二
十
七
号

株
式
会
社
日
比
谷
ア
メ
ニ
ス
内

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十



（増刊 38）東 京 都 公 報令和5年4月3日（月曜日）９
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日

東
京
都
教
育
委
員
会

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
都
立
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

東
京
都
多
摩
市
落
合

一
丁
目
十
四
番
二

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
学
校
支
援
機
構

東
京
都
中
野
区
中
央
一

丁
目
三
十
八
番
一
号

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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